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35歳以上の被保険者さま向けのご案内
令和８年３月18日㈬に事業所さま宛てに『生活習慣病予防健診のご案内』を発送しております。
ご予約については、直接健診機関へお問い合わせください。
健診機関によっては、予約開始後すぐに予約枠がいっぱいになる場合がございます。

令和８年４月上旬に、被扶養者さま宛てに
『特定健康診査受診券』をお送りいたします。
０円（無料）で受診できる健診機関も多く
ございます！
被扶養者の方にも、年に一度の健康チェック
をお勧めください。

令和８年度からさらに充実！
協会けんぽの健診はとってもおトク！

協会けんぽが
費用の７割を補助!!

人 間 ド ッ ク 健 診

最高 25,000円補助
※人間ドック健診の料金は健診機関ごと異なり、設定されている料金から
協会けんぽの補助額25,000円を差し引いた金額が自己負担額となります。

検
査
項
目

上記の一般健診の検査項目に加え 、
10以上の検査項目が追加
・肥満度　・心拍数　・ 眼底、眼圧検査
・腹部超音波検査　　・血液のより詳細な検査　等
健診当日に医師による結果説明や特定保健指導あり

※年度内にお一人様につき１回、生活習慣病予防健診または人間ドック健診のいずれかの費用補助をご利用いただけます。

ご予約はお早めに！事業所ご担当者様必見！
生活習慣病予防健診の予約に「情報提供サービス」を
利用しませんか？
事前に利用申請いただくことで、生活習慣病予防健
診の受診対象者をインターネットで確認することが
できます。
※予約時に必要な、記号・番号をご確認いただけます。
　新規雇用の従業員様の管理にも便利！

詳しくはこちら→

被扶養者（40歳以上74歳以下）の特定健康診査

一般健診

節目健診

検
査
項
目

・身体測定　　・血圧測定　・尿検査
・心電図検査　・胸部レントゲン検査
・胃部レントゲン検査　　　・便潜血反応検査
・血液検査　　・問診　　　・診察等

自
己
負
担

最高 5,500円

検
査
項
目

上記の一般健診の検査項目に加え、
・尿沈渣顕微鏡検査
・血液学的検査　　　・眼底検査
・生化学的検査　　　・肺機能検査
・腹部超音波検査

自
己
負
担

最高 8,280円

令和８年度　生活習慣病予防健診のご案内

▼

対象者：40歳、45歳、50歳、55歳、
　　　　60歳、65歳、70歳の方

対象者：35歳～74歳の方

生活習慣病予防健診

〒960-8546　福島市栄町６-６　福島セントランドビル８階
TEL：024-523-3915（代表）

【問合せ】全国健康保険協会 福島支部



申請書は
ホームページから
ダウンロード
可能です

任意継続のお手続きは
電子申請も可能です

退職後の健康保険について
　退職後は、「協会けんぽの任意継続健康保険」「国民健康保険」「ご家族の健康保険（被扶養者）」のいず
れかに加入する手続きが必要です。加入先によって、加入条件や保険料額等が異なりますので、比
較・ご検討のうえ、お手続きください。

電子申請は
こちら

保険料額表は
こちら

令和８年４月（５月納付分）から
子ども・子育て支援金制度が始まります
　子ども・子育て支援金とは、少子化・人口減少が危機的な状況にある中、子育て世帯
に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
　子ども・子育て支援法において、医療保険者（協会けんぽ）は、支援納付金を納める
義務を負うこととなりました。
　令和８年４月分（５月納付分）から、健康保険料に上乗せして徴収し、協会けんぽから国へ納付
します。

子ども・子育て支援金料率：0.23％（労使折半）
給与明細書において、支援金額が健康保険料と区別して表記されるよう
ご協力をお願いいたします。事業所様へお願い

詳しくは
子ども家庭庁
ホームページへ


